


お申し込み方法
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映像・情報福祉機器事業部 カスタマサポートセ ンター　

　〒224-0053　横浜市都筑区池辺町４２０６番地
　 T E L 0120-1754 11
　 FA X  045-930-3585
　 受付時間：9:00-12:00/13:00-17:00(土日祝日除く)

①ファックスの場合は別紙保守サービス申込書に必要事項をご記入ください。

②所定の場所にシリアルナンバーシールをお貼りください。

③下記番号へファックスしてください。

お申し込みはインターネット、またはＦＡＸでお願いいたします。

なお、申し込みの際は、申込書裏面の契約事項を必ずお読みください。

下記登録サイトにアクセスして登録してください。

◎ ファックスによるお申し込みより、スピーディーに保守サービスが受けられます。

https://www.avio.co.jp/support/regist_mp.htm

インターネットで！

ファックスで！

045-930-3585保守サービス契約申込FAX番号

保守契約の手続き

お客様 お客様 Avio Avioお客様

契約条項

申込書裏の契約
条項をお読みく

ださい

お申込み

申込書に必要
事項をご記入
の上ご返送く

ださい

ご案内
の送付

会員証
発行

会員証を発行
します

（約１週間程　
  かかります）

お支払い

保守料金の
お支払い

お申し込み内容

確認後､保守料金

お支払い方法を

送付いたします

　別紙『個人情報の保護について』をお読みください。

　内容に同意くださる場合は、保守サービス申込書の『同意する』にチェックをつけてください。

　本内容に同意くださらない場合は、申し訳ございませんが本サービスはご利用できません。

個人情報の

保護について



保守サービス申込書

インターネットで！
下記サイトにアクセスしてお申し込みください。

◎ファックスによるお申し込みより、スピーディーに保守サービスが受けられます。

https://www.avio.co.jp/support/regist_mp.htm
①ファックスの場合は《本登録シート》に必要事項をご記入ください。

②所定の場所にシリアルナンバーシールをお貼りください。

③下記番号へファックスしてください。

●下記のファックス番号でのご質問は受け付けておりません。ご質問は 0120-175411 までお願いします。

●記入事項が正確でない場合や記入漏れがある場合、登録の手続きができない場合がございます。

　お申し込みにあたりよくご確認くださいますようお願い申し上げます。

●２週間以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが 0120-175411 までご連絡ください。

　別紙『個人情報の保護について』をお読みください。

　内容に同意くださる場合は同意するにチェックをつけてください。

　本内容に同意くださらない場合は、申し訳ございませんが本サービスはご利用できません。

　別紙『個人情報の保護について』の内容を

    □ 同意する    　□ 同意しない

個人情報の

保護について

ファックスで！

保守契約申込FAX番号・・・０４５-９３０-３５８５

(西暦)　　　　　年　　　　月　　　　日

〒
□法人
□個人

都道

府県

型　　名

お申込み
内　　容

お申込み日　 (西暦)　　　　　年　　　　月　　　　日

製造番号

法人名等

所属名等
担当者名

フリガナ

E-Mail
アドレス

電話番号
ファックス
番　　　号

ご購入年月

お買い上げ
店　　　名

住
　
　
所

(　　　　　)　　　　　－ (　　　　　)　　　　　－

本体に添付のシリアルナンバーをお貼りください。

保守サービス申込書

□ ３年間 の保守サービスに申し込む　
□ ４年間 の保守サービスに申し込む
□ ５年間 の保守サービスに申し込む

いづれかに必ず
チェックしてください

日本アビオニクス株式会社
映像・情報福祉機器事業部
　　カスタマサポートセンター 行



本契約条項中にある甲乙とは下記を指すものとする。

　　甲：本契約を締結されるお客様

　　乙：日本アビオニクス株式会社

第１条（保守の委託及び受託）

　　甲は乙に本装置の保守を所定の保守契約料金を支払い委託

　　し、乙は受託時に機器が正常な状態にあることを条件とし

　　これを受託する。

第２条（保守の内容）

　　保守契約タイプの締結につき実施する。

１．機器に不時の故障が発生した場合は、甲の通知により乙は

　　優先修理対応を行い状況により、製品代替機の貸し出し処

　　理を行う。（保守作業は、弊社工場内にて行いますので出

　　張保守対応は実施致しません。）

　　尚、修理対応時には、機能・性能の点検と調整及びフィル

　　ター清掃・光学系清掃を行います。

２．前記に発生した修理時費用

　　消耗品、付属品、本体保証期間後の定期交換部品について

は甲の負担となります。

３．修理品輸送費は、元払いとなります。

第３条（保守取扱時間）

　　保守作業は、原則的に次の時間帯に行なうものとする。

　　土曜、日曜、祝日及び乙の指定する休日を除く平日（月曜

　　日～金曜日午前９：00～午後０：00、午後と１：00～５：00と

　　する。）

第４条（適用外項目）

　　次の事項は保守契約料金に含まれない内容であり、必要発

　　生都度、甲乙別途協議の上、料金等を決定する。

１．別途費用による保守

　　消耗品、付属品、本体保証期間後の定期交換部品料金

２．保守に該当しない事項

　　（１）機器の移設、増設、撤去などの作業、立会、及び作

　　　　　業に伴う調整

　　（２）意匠部品の交換・手直し

　　（３）乙又は乙の指定者以外が機器の追加、改造もしくは

　　　　　修理した為の損傷、故障の修理

　　（４）誤使用、又は管理不完全等、甲の故意、過失による

　　　　　損傷、故障の修理

　　（５）風水害、地震等の天災地変等不可抗力もしくは甲乙

　　　　　の何れの責にも帰すことが出来ない事由による損傷、

　　　　　故障の修理

　　（６）機器のオーバーホール

　　　　　オーバーホール“分解清掃、調整及び部品交換によ

　　　　　る性能維持と故障の予防。

　　（７）乙の指定以外の消耗品を使用し、又は、消耗品の保

　　　　　管不完全の為に発生した故障の修理

第５条（料金の支払い）

　　甲の乙に対する契約料金の支払いは乙の請求に基づき、請

求日よリ１ヶ月以内に乙に支払うものとする。

　　なお、原則として支払済みの保守料金は返却されないもの

とする。

第６条（料金の変更）

１．機器の増設や変更があった場合は保守契約料金の変更を行

　　う。

２．経済情勢の急激な変化等によリ必要がある場合は甲乙協議

　　の上、保守料金を変更することが出来る。

第７条（申込期限）

　　この保守サービスの乙への申込期限は、甲の購入日より1年

以内とする。

第８条（オーバーホ－ル）

　　機器につき、第４条２項６号に記載のオーバーホ－ルを乙

　　が必要と認めた場合は、甲乙協議の上、オーバーホール又

　　は交換を別途有料にて実施する。

第９条（設置条件の遵守）

　　甲は製品の定める機器の動作環境を遵守するものとする。

第10条（保守要員）

　　機器の保守、修理は乙又は乙の指定するサービス機関の技

　　術者のみによってこれを行い、その他の機関によって実施

　　された場合、乙はその責を負わない。

第11条（秘密の保全）

　　甲及び乙は本契約の履行に関して、知り得た相手方の秘密

　　を本契約の有効期間中のみならず、その満了又は解約後に

　　おいても第三者に漏洩してはならない。

第12条（契約の解除）

　　甲又は乙はその一方が本契約を履行しない場合は、相手方

　　に催告をなし、なお履行の誠意がないと認められた時は、

　　書面により本契約を解除する事ができ、この場合発生した

　　損害については本契約を履行しない者が補填の責を負う。

第13条（契約の更新）

　　本契約書は、甲が対象機器の購入日から、契約年数の期間

その効力が生じるものとし、それ以降の契約の延長はあり

ません。

第14条（協議事項）

　　本契約に定めない事項及び本契約に関し、疑義を生じた場

　　合は、甲乙誠意をもって遅滞なく協議の上取り決める。

保守サービス契約条項

保守契約申込FAX番号・・・０４５-９３０-３５８５




